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《注記》 

 文中及び各表中の金額等の記述は、次の要領による。 

1 千円単位等で表示した金額は、原則として表示単位未満を四捨五入とし一部

調整のため切上げ又は切捨てしており、小計・合計金額等が一致しない場合

がある。 

2 比率(%)は、原則として小数点以下第 2 位を四捨五入し表示したため、合計

比率が一致しない場合がある。 

3 本意見書内の前年比等の計算は、表計算ソフトを使用したものを引用してお

り、表示単位での四捨五入の関係（表計算ソフトでは四捨五入をしないで算

出）上、表中の数値を引用して計算した場合と一致しない場合がある。 

4 上記「1~3」のとおり計算しているため、数値の切り捨てや切り上げの影響

により、決算書や市政報告書等又は本意見書内の他項目と、数値等が一致し

ない場合がある。 

5 各表中の符号の用法は、次のとおりである。 

「－」・・・該当数字のないもの、又は数値を表示することが適当でないもの 

 「△」・・・マイナスのもの 

6 地方公営企業法による企業会計は、税抜き経理であるが、予算との対比上税

込み表示も併記する。 

7 比率同士の比較は、ポイントで表示する。 

 


